
（別表　２） 被 扶 養 者 申 告 書 （ 認 定 ） に 添 付 す る 書 類

1 4 5 6 8
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○ ○ ○ ○

 注 ： （※１）　同居の者を申告する場合は組合員との続柄を確認できる住民票の写し

　　　　  法律婚による配偶者以外で、別居の者を申告する場合は被扶養者となる者の世帯全員の住民票の写し

（※２）　住民票の写しに続柄が記載されている場合は不要

（※３）　別居の者を申告する場合のみ必要

　   　　  （※４）　高校生（高専３年生）以下を除く

（※５）　６０歳以上の者をの除く

提出書類のうち、同一内容を証するものについては、いずれか一つを提出すること。

また、必要に応じて、本表に記載するもの以外の書類の提出をお願いする場合がございます。

父 母 ・ 祖 父 母
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15歳以上の者

義父母、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子、その他三等親内の親族

○

父 母 ・ 祖 父 母

義父母、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子、その他三等親内の親族

15歳未満の者

15歳以上の者
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子

15歳未満の者
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